
四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 令和７年３月２５日 

                   四日市市長 森  智 広     

 

四日市市規則第２１号 

四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則（平成２９年四日市市規則第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （団体登録の要件） 

第７条 条例第４条第４号に規定する市

長の登録（以下「団体登録」とい

う。）を受けることができる団体は、

次の各号に掲げる要件のすべてを満た

すものとする。 

(1)及び(2) （略） 

(3) 団体登録を受けようとする年度の

活動計画において、こどもに関わる

事業の実施が計画されていること。 

 

 （団体登録の更新） 

第９条 （略） 

２及び３ （略） 

４ 団体登録の更新を受けることができ

る団体は、次の各号に掲げる要件をす

べて満たすものとする。 

(1) （略） 

 （団体登録の要件） 

第７条 条例第４条第４号に規定する市

長の登録（以下「団体登録」とい

う。）を受けることができる団体は、

次の各号に掲げる要件のすべてを満た

すものとする。 

(1)及び(2) （略） 

(3) 団体登録を受けようとする年度の

活動計画において、子どもに関わる

事業の実施が計画されていること。 

 

 （団体登録の更新） 

第９条 （略） 

２及び３ （略） 

４ 団体登録の更新を受けることができ

る団体は、次の各号に掲げる要件をす

べて満たすものとする。 

(1) （略） 



(2) 更新の申請を行った時点におい

て、現に受けている団体登録の有効

期間内において、こどもに関わる事

業を実施した実績があること。 

５ 第２項から前項までに定めるものの

ほか、更新の手続については、前条の

規定を、更新を受けた団体登録の有効

期間については、第１項の規定を準用

する。 

(2) 更新の申請を行った時点におい

て、現に受けている団体登録の有効

期間内において、子どもに関わる事

業を実施した実績があること。 

５ 第２項から第４項までに定めるもの

のほか、更新の手続については、前条

の規定を、更新を受けた団体登録の有

効期間については、第１項の規定を準

用する。 

 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 

 

  



第１号様式（第８条関係） 

 

四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録申請書 

年  月  日 

   四日市市長 

申請者氏名              

 

  四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則第８条に基づき、下記のとおり申請し

ます。 

登録区分 □ 新規       □ 更新 

登

録

を

行

う

団

体 

フリガナ  

名称  

法人格の有無 □ 有（          法人 ）  □ 無 

主たる事務所の所在地 

及び連絡先 
 
※法人格有の場合に記載 

電話  （    ）   －      
E-mail  

主な活動目的及び活動
内容 

 

当該年度の実施計画 
（こどもに関わる事業
の計画の内容） 

 

過去１年間の活動にお
けるこどもに関わる事
業の実績内容 
※更新申請の場合に記載 

 

団

体

構

成

員 

フリガナ  

代表者氏名  

代表者住所及び連絡先 
電話  （    ）   －      
E-mail  

代表者勤務先又は通学

先 
※市外在住の場合に記載 

 

他の団体構成員 

氏名 住所、勤務先又は通学先 

  

  

  

  

※欄内に収まらない場合は、別紙添付も可 



第２号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

四日市市長         

 

 

四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録（不登録）決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった四日市市こども子育て交流プラザ使用団

体の登録については、四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則第８条第２項の規定

により、下記のとおり団体登録（不登録）を決定したので通知します。 

 

記 

 

 １ 登録を認める。 

 

  (１) 名称 

  (２) 代表者氏名 

  (３) 登録番号 

  (４) 登録有効期間 

 

 ２ 登録を認めない。 

   理由 

 

 

 

 

 

 ＜不服の申立て＞ 

   この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に

四日市市長に対して、審査請求をすることができます。 

   この決定の取消しの訴えは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四

日市市を被告として（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、

提起することができます（なお、この決定があったことを知った日から６か月以内であっ

ても、決定の日から１年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなく

なります。）。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に

審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（なお、裁決

があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 



第６号様式及び第７号様式を次のように改める。 

  



第６号様式（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許可書 

 

（登録番号）              

（名称）                

（代表者）              様 

   四日市市長          

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設の使用を次のとおり許可します。 

使 用 目 的 

行 事 の 名 称  

行 事 の 内 容  

行事の対象者 
□ 乳幼児（と保護者）  □ 小学生  □ 中高生 
 
□ その他（                  ） 

使用予定人員      人（ 参加者の公募  □ 有  □ 無 ） 

使 用 日 時

及 び 

使 用 施 設 

年 月 日（曜） 使用施設名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

持 込 設 備 
 

会 場 責 任 者 
 

□申請者と同じ 

住所 

氏名                連絡先 

 

使用許可の条件  

【四日市市こども子育て交流プラザ使用上の注意】 

・必ず使用許可書を所持し、係員等に提示してその指示に従うこと。 

・使用時間を厳守し、終了後は、設備等を原状に復し、係員の点検を受けること。 

・あらかじめ使用を認められた掲示板等以外の場所に張り紙、くぎ打ちなどをしないこと。 

・許可を受けた施設、備品設備以外のものを使用しないこと。 

・四日市市こども子育て交流プラザ条例及び同条例施行規則を遵守すること。 

・クッキングルームを使用する場合は、実費として光熱水費相当分（１回の使用につき220円）を使用終了後

速やかに納付すること。 

・夜間２にクッキングルームを使用する場合は、水道及びＩＨヒーターを使用しないこと。 



第７号様式（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用不許可通知書 

 

（登録番号）              

（名称）                

（代表者）              様 

   四日市市長          

 

年  月  日に申請のあった四日市市こども子育て交流プラザ施設の使用について

は、下記の理由により不許可としましたので通知します。 

使 用 目 的 

行 事 の 名 称  

行 事 の 内 容  

行事の対象者 
□ 乳幼児（と保護者）  □ 小学生  □ 中高生 
□ その他（                  ） 

使用予定人員      人（ 参加者の公募  □ 有  □ 無 ） 

使 用 日 時

及 び 

使 用 施 設 

年 月 日（曜） 使用施設名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

持 込 設 備  

会 場 責 任 者 
 

□申請者と同じ 

住所 

氏名                連絡先 

 

不許可の理由 

 

 

 ＜不服の申立て＞ 

   この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に四日市市長に

対して、審査請求をすることができます。 

   この決定の取消しの訴えは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四日市市を被告

として（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、提起することができます

（なお、この決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過すると

この決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます

（なお、裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 



第９号様式を次のように改める。 

 



第９号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更（取消）許可書 

 

（登録番号）              

（名称）                

（代表者）              様 

 

   四日市市長          

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更（取消）を次のとおり許可します。 

使 用 許 可 年 月 日 年  月  日 使 用 許 可 番 号 第    号 

許可を受けた施設 
 

使 用 日 時 
 

行 事 の 名 称 
 

変更（取消）理由 

 

変 更 内 容 

 

 



  附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（こども未来部こども未来課） 


